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                       独立行政法人日本学生支援機構  

                            平成16年細則第２号  

                       最近改正 令和７年細則第４号  

 

 職員の育児休業等に関する細則を次のように定める。 

平成16年４月１日 

              独立行政法人日本学生支援機構           

                     理事長   北 原 保 雄      

 

   職員の育児休業等に関する細則 

 

   第１章 総則 

（総則） 

第１条 職員就業規則（独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第14号。以下

「就業規則」という。）第26条に定める職員の育児休業等及び非常勤職員就業規則

（独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第45号）第20条の６に定める非常勤

職員の育児休業等については，この細則の定めるところによる。 

２ 育児休業等につき,この細則に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）その他の

関係法令に定めるところによる。 

 

   第２章 育児休業 

第１節 内容及び手続き 

（対象者） 

第２条 職員は，当該職員の子を養育するため，当該子が３歳に達する日（非常勤職

員及び期間を定めて雇用される職員にあっては，当該子が２歳に達する日）まで，

この章の定める手続に従って育児休業をすることができる。ただし，次の各号に掲

げる者を除く。 

(1) １週間の勤務日が２日以下とされている職員 

 (2) 非常勤職員及び期間を定めて雇用される職員のうち，その養育する子が１歳に

達する日から起算して１年以内に雇用期間又は任期（以下「任期等」という。）が

満了し，かつ，引き続き雇用されないことが明らかである職員 

 (3) 育児休業の申し出の日から１年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員 

 （休業の申出） 

第３条 職員は，育児休業をしようとするときは，原則として育児休業を開始しよう

とする日の１月前までに，育児休業申出書に必要事項を記入し，理事長に提出しな

ければならない。 

２ 職員は，前項の育児休業申出書を提出するときは，子の存在又は出産予定を証明

する書類その他の必要書類を添付しなければならない。ただし，その任期等の末日
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を育児休業の末日とする育児休業をしている非常勤職員又は期間を定めて雇用され

る職員が，当該育児休業に係る子について，当該雇用期間満了後に引き続き採用さ

れ，又は任期が更新されることに伴い，当該任期等の末日の翌日を育児休業の期間

の初日とする育児休業の申出をする場合にあっては，この限りでない。 

３ 理事長は，前条各号のいずれかに掲げる職員から育児休業申出書が提出されたと

きは，育児休業取得不能通知書を当該職員に交付するものとする。 

４ 休業申出に係る子がその休業申出がされた後に出生したときは，当該休業申出を

した職員は，速やかに，育児休業に係る子の出生報告書に必要事項を記入し，出生

を証明する書類を添付して理事長に提出しなければならない。 

５ 育児休業は，同一の子について，２回まで申出をすることができる。ただし，次

に掲げる場合にあっては，２回を超えて育児休業の申出をすることができる。 

 (1) 育児休業期間（第９条に規定する育児休業期間をいう。以下この項において同

じ。）が産前産後休業期間が始まったことにより終了した場合であって，新たに生

まれた子が産前産後休業期間中又は新たに生まれた子の育児休業期間が終了する

日までに，新たに生まれたすべての子が次のいずれかに該当するに至ったとき 

イ 死亡したとき。 

ロ 養子になったことその他の事情により職員と同居しないこととなったとき。 

(2) 新たな育児休業期間（以下この号において「新期間」という。）が始まったこと

により育児休業期間が終了した場合であって，その新期間が終了する日までに，

その新期間の育児休業に係る子のすべてが前号のイ又はロのいずれかに該当する

に至ったとき。 

(3) 子の出生の日から57日間の期間内に，職員（当該期間内に当該休業により勤務

しなかった職員を除く。）が当該子に係る最初の育児休業をしたとき。  

（育児休業開始予定日の決定） 

第４条 理事長は前条第３項に該当する場合を除き，育児休業を申し出た職員に育児

休業開始予定日指定書を交付するものとする。 

２ 申し出られた育児休業の休業開始予定日が育児休業申出書の提出日の翌日から起

算して１月を経過する日（以下この項において「１月経過日」という。）より前の日

であるときは，理事長は，休業開始予定日とされた日（その日が休業申出があった

日の翌日から起算して３日を経過する日後の日である場合にあっては，当該３日を

経過する日）までに育児休業開始予定日指定書をもって，申し出られた休業開始予

定日と１月経過日との間のいずれかの日を休業開始予定日として指定することがで

きる。ただし，育児休業申出書の提出日前に，次に掲げる事由が生じた場合には，

育児休業申出書の提出日とその翌日から１週間を経過する日との間のいずれかの日

を休業開始予定日として指定するものとする。 

 (1) 出産予定日前に子が出生したこと。 

 (2) 配偶者の死亡 

 (3) 配偶者が負傷又は疾病により休業申出に係る子を養育することが困難になった

こと。 
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 (4) 配偶者が休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 

（育児休業開始予定日の変更） 

第５条 育児休業をすることとなった職員は，当該休業開始予定日（前条第２項の規

定により指定があった場合は，当該指定した日。以下この項において同じ。）の前日

までに同項各号に掲げる事由が生じた場合に，休業開始予定日を変更しようとする

ときは，育児休業開始予定日変更申出書を理事長に提出しなければならない。この

場合，変更しようとする休業開始予定日は，当初の休業開始予定日よりも前の日で

なければならない。ただし，理事長が特に認めた場合は，この限りでない。 

２ 前項の育児休業開始予定日変更申出書の提出は，一の育児休業について１回に限

るものとする。 

３ 理事長は，第１項の規定による職員からの申出があった場合は，再度育児休業開

始予定日指定書を交付するものとする。ただし，その申し出られた休業開始予定日

が育児休業開始予定日変更申出書の提出日の翌日から起算して１週間を経過する日

（以下この項において「期間経過日」という。）の前の日であるときは，理事長は，

変更後の休業開始予定日として申し出られた日（変更後の休業開始予定日として申

し出られた日が育児休業開始予定日変更申出書の提出があった日の翌日から起算し

て３日を経過する日後の日である場合にあっては，当該３日を経過する日）までに，

再度育児休業開始予定日指定書をもって，申し出られた休業開始予定日と期間経過

日（その日が当該申出に係る変更前の休業開始予定日とされていた日（前条第２項

の規定による理事長の指定があった場合にあっては，当該理事長の指定した日。以

下この項において同じ。）以後の日である場合にあっては，当該申出に係る変更前の

休業開始予定日とされていた日。）までの間のいずれかの日を当該職員に係る新たな

休業開始日として指定することができる。 

（育児休業終了予定日の変更） 

第６条 休業申出をした職員は，育児休業申出書に記載した休業終了予定日を変更し

ようとするときは，申し出た休業終了予定日又は繰り上げようとする休業終了予定

日の１月前の日までに育児休業終了予定日変更申出書を理事長に提出しなければな

らない。 

２ 育児休業終了予定日変更申出書の提出は，一の育児休業について特別の事情があ

る場合を除き，１回に限るものとする。 

（育児休業申出の撤回） 

第７条 休業申出をした職員は，申し出た休業開始予定日（第４条第２項又は第５条

第３項ただし書の規定による理事長の指定があった場合にはその指定した日，同項

の規定により休業開始予定日が変更された場合には変更後の休業開始予定日とする。

次条及び第９条第１項において同じ。）の前日までに，育児休業申出撤回書を理事長

に提出し，育児休業の申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定により休業申出を撤回した職員は，当該休業申出に係る子については，

次に掲げる特別の事由が生じた場合を除き，第２条本文の規定にかかわらず，休業

申出をすることができないものとする。 



4 

 (1) 配偶者の死亡 

 (2) 配偶者が負傷，疾病又は精神若しくは身体の傷害により休業申出に係る子を養

育することが困難な状態になったこと。 

 (3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が休業申出に係る子と同居しないことと

なったこと。 

（育児休業申出の消滅） 

第８条 育児休業申出書が提出された後休業開始予定日とされた日の前日までに次に

掲げる事由が生じた場合には，当該育児休業申出書は，提出されなかったものとみ

なす。この場合において，当該育児休業申出書を提出した職員は，遅滞なく，育児

休業事情変更届を理事長に提出しなければならないものとする。 

 (1) 休業申出に係る子の死亡 

 (2) 休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 

 (3) 休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該休業申出をした

職員と当該子とが同居しないこととなったこと。 

 (4) 休業申出をした職員が，負傷，疾病又は精神若しくは身体の障害により，当該

休業申出に係る子が３歳（非常勤職員及び期間を定めて雇用される職員にあって

は，当該子が１歳（ただし，当該子が１歳に達する日において，非常勤職員及び

期間を定めて雇用される職員又はその配偶者が現に育児休業をしている場合で

あって，１歳を超えても休業が特に必要と認められる場合にあっては，１歳６ヶ

月））に達するまでの間，当該子を養育することができない状態になったこと。 

２ 理事長は，前項の規定により育児休業事情変更届を提出した職員に対して，育児

休業申出消滅通知書を交付するものとする。 

（育児休業期間） 

第９条 休業申出をした職員が育児休業をすることができる期間（以下「育児休業期

間」という。）は，休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日（第６

条第１項の規定により当該休業終了予定日が変更された場合にあっては，その変更

後の休業終了予定日とされた日。以下同じ。）までの間とする。 

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には，育児休業期間は，前項の規

定にかかわらず，当該事情が生じた日（第３号に掲げる事情が生じた場合にあって

は，その前日）に終了する。 

 (1) 前条第１項各号に掲げる事由が生じたこと。 

 (2) 休業終了予定日の前日までに当該休業申出に係る子が３歳（非常勤職員及び期

間を定めて雇用される職員にあっては，当該子が１歳（ただし，当該子が１歳に

達する日において，非常勤職員及び期間を定めて雇用される職員又はその配偶者

が現に育児休業をしている場合であって，１歳を超えても休業が特に必要と認め

られる場合にあっては，１歳６ヶ月））に達したこと。 

 (3) 休業終了予定日までに休業申出をした職員について産前産後の休業期間又は新

たな育児休業期間が始まったこと。 

３ 前条第１項後段及び第２項の規定は前項第１号に掲げる事情が生じた場合につい
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て準用する。この場合において，前条第２項中「育児休業申出消滅通知書」とある

のは「育児休業期間終了通知書」と読み替えるものとする。 

 

第２節 育児休業に係る労働条件等 

（育児休業者等の給与等） 

第10条 育児休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事し

ない。 

２ 育児休業等に係る職員の給与については，次の各号の定めるところによる。 

 (1) 第２条の規定により育児休業をしている期間については，給与を支給しない。 

 (2) 常勤職員及び期間を定めて雇用される職員が，第22条第１項の規定により勤務

時間の短縮の承認を受けて勤務しない場合には，その勤務しない１時間につき，

職員給与規程（平成16年規程第４号。以下「給与規程」という。）第35条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 (3) 非常勤職員（第２条第１号に掲げる職員を除き，１日の勤務時間が６時間15分

以上の勤務日があるものに限る。）が，第22条第１項の規定により勤務時間の短縮

の承認を受けて勤務しない場合には，その勤務しない時間については，給与を支

給しない。 

３ 育児休業をした職員が職務に復帰したときは，当該育児休業をした期間を100分の

100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして，職務

に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日

に別に定めるところにより，昇給の場合に準じてその者の号俸又は俸給月額を調整

することができる。 

４ 給与規程第40条第１項及び第41条第１項に定める基準日において，育児休業をし

ている職員（ただし，それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち，期末手

当及び勤勉手当の算定期間において勤務した期間がある職員を除く。）には，期末手

当及び勤勉手当を支給しない。 

５ 育児休業をした職員の期末手当の額の算定に当たっては，当該育児休業をした期

間の２分の１に相当する期間を在職期間として取り扱うことができる。 

６ 寒冷地手当の支給等については，育児休業を開始した職員は退職の例に準じ，育

児休業が終了した職員は採用の例に準じて行うものとする。 

７ 育児休業をした職員の退職手当の算定の基礎となる在職期間の取扱いについては，

別に定める。 

（労働条件等の告知） 

第11条 理事長は，休業申出をした職員に係る前条に規定する事項の取扱いを，休業

申出があった後速やかに当該職員に育児休業に関する労働条件告知書をもって通知

する。 

 

   第３章 出生時育児休業 

    第１節 内容及び手続 
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 （対象者） 

第12条 職員は，当該職員の子を養育するため，この章の定める手続に従って出生時育児

休業（子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前に当該

子が出生した場合にあっては当該出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで

とし，出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から起算して８週

間を経過する日の翌日までとする。以下この条において同じ。）の期間内にする休業をい

う。以下同じ。）をすることができる。ただし，次の各号に掲げる者を除く。 

 (1) １週間の勤務日が２日以下とされている職員 

 (2) 出生時育児休業の申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな職

員 

 （出生時育児休業の申出） 

第13条 職員は，出生時育児休業をしようとするときは，原則として出生時育児休業を開

始しようとする日の２週間前までに，出生時育児休業申出書に必要事項を記入し，理事

長に提出しなければならない。 

２ 職員は，前項の出生時育児休業申出書を提出するときは，子の存在又は出産予定を証

明する書類その他の必要書類を添付しなければならない。ただし，その任期等の末日を

出生時育児休業の末日とする出生時育児休業をしている非常勤職員又は期間を定めて雇

用される職員が，当該出生時育児休業に係る子について，当該雇用期間満了後に引き続

き採用され，又は任期が更新されることに伴い，当該任期等の末日の翌日を出生時育児

休業の期間の初日とする出生時育児休業の申出をする場合にあっては，この限りでない。 

３ 理事長は，前条各号のいずれかに掲げる職員から出生時育児休業申出書が提出された

ときは，出生時育児休業取得不能通知書を当該職員に交付するものとする。 

４ 休業申出に係る子がその休業申出がされた後に出生したときは，当該休業申出をした

職員は，速やかに，出生時育児休業に係る子の出生報告書に必要事項を記入し，出生を

証明する書類を添付して理事長に提出しなければならない。 

５ 出生時育児休業は同一の子について２回に分割できることとし，一度にまとめて申し

出ることとする。まとめて申し出なかった場合，機構は後の申出を拒むことができるも

のとする。 

 （出生時育児休業開始予定日の決定） 

第14条 理事長は，前条第３項に該当する場合を除き，出生時育児休業を申し出た職員に

出生時育児休業開始予定日指定書を交付するものとする。 

 （出生時育児休業開始予定日の変更） 

第15条 出生時育児休業をすることとなった職員は，当該休業開始予定日の前日までに出

産予定日前に子が出生した場合に，出生時育児休業開始予定日を変更しようとするとき

は，出生時育児休業開始予定日変更申出書を理事長に提出しなければならない。この場

合，変更しようとする出生時育児休業開始予定日は，当初の出生時育児休業開始予定日

よりも前の日でなければならない。ただし，理事長が特に認めた場合は，この限りでな

い。 

２ 前項の出生時育児休業開始予定日変更申出書の提出は，一の出生時育児休業について
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１回に限るものとする。 

３ 理事長は，第１項の規定による職員からの申出があった場合は，再度出生時育児休業

開始予定日指定書を交付するものとする。 

 （出生時育児休業終了予定日の変更） 

第16条 休業申出をした職員は，出生時育児休業申出書に記載した休業終了予定日を変更

しようとするときは，申し出た休業終了予定日の原則として２週間前の日までに出生時

育児休業終了予定日変更申出書を理事長に提出しなければならない。 

２ 出生時育児休業終了予定日変更申出書の提出は，一の出生時育児休業について特別の

事情がある場合を除き，１回に限るものとする。 

（出生時育児休業申出の撤回） 

第17条 休業申出をした職員は，申し出た出生時育児休業の休業開始予定日（第15条第１

項の規定により出生時育児休業の休業開始予定日が変更された場合には変更後の休業開

始予定日とする。以下同じ。）の前日までに，出生時育児休業申出撤回書を理事長に提出

し，出生時育児休業の申出を撤回することができる。 

２ 前項の規定により休業申出を撤回した職員は，第13条第５項の規定の適用については，

当該申出に係る出生時育児休業をしたものとみなす。 

（出生時育児休業申出の消滅） 

第18条 出生時育児休業申出書が提出された後休業開始予定日とされた日の前日までに次

に掲げる事由が生じた場合には，当該出生時育児休業申出書は，提出されなかったもの

とみなす。この場合において，当該出生時育児休業申出書を提出した職員は，遅滞なく，

出生時育児休業事情変更届を理事長に提出しなければならないものとする。 

 (1) 休業申出に係る子の死亡 

 (2) 休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し 

 (3) 休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該休業申出をした職員

と当該子とが同居しないこととなったこと。 

２ 理事長は，前項の規定により出生時育児休業事情変更届を提出した職員に対して，出

生時育児休業申出消滅通知書を交付するものとする。 

（出生時育児休業期間） 

第19条 休業申出をした職員が出生時育児休業をすることができる期間（以下「出生時育

児休業期間」という。）は，休業開始予定日とされた日から休業終了予定日とされた日

（第16条第１項の規定により当該休業終了予定日が変更された場合にあっては，その変

更後の休業終了予定日とされた日。以下同じ。）までの間とする。 

２ 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には，出生時育児休業期間は，前項の

規定にかかわらず，当該事情が生じた日（第２号に掲げる事情が生じた場合にあっては，

その前日）に終了する。 

 (1) 前条第１項各号に掲げる事由が生じたこと。 

 (2) 休業終了予定日までに休業申出をした職員について産前産後の休業期間又は新たな

育児休業期間が始まったこと。 

 (3) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係る子の
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出生の日（出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては，当該出産予定日）以後

に出生時育児休業をする日数が28日に達したこと。 

３ 前条第１項後段及び第２項の規定は前項第１号に掲げる事情が生じた場合について準

用する。この場合において，前条第２項中「出生時育児休業申出消滅通知書」とあるの

は「出生時育児休業期間終了通知書」と読み替えるものとする。 

 

    第２節 出生時育児休業に係る労働条件等 

（出生時育児休業者の給与等） 

第20条 出生時育児休業をしている職員は，職員としての身分を保有するが，職務に従事

しない。 

２ 第12条の規定により出生時育児休業をしている期間については，給与を支給しない。 

３ 出生時育児休業をした職員が職務に復帰したときは，当該出生時育児休業をした期間

を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして，

職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日

に別に定めるところにより，昇給の場合に準じてその者の号俸又は俸給月額を調整する

ことができる。 

４ 給与規程第40条第１項及び第41条第１項に定める基準日において，出生時育児休業を

している職員（ただし，それぞれの基準日に出生時育児休業をしている職員のうち，期

末手当及び勤勉手当の算定期間において勤務した期間がある職員を除く。）には，期末手

当及び勤勉手当を支給しない。 

５ 出生時育児休業をした職員の期末手当の額の算定に当たっては，当該育児休業をした

期間の２分の１に相当する期間を在職期間として取り扱うことができる。 

６ 寒冷地手当の支給等については，出生時育児休業を開始した職員は退職の例に準じ，

育児休業が終了した職員は採用の例に準じて行うものとする。 

７ 出生時育児休業をした職員の退職手当の算定の基礎となる在職期間の取扱いについて

は，別に定める。 

（労働条件等の告知） 

第21条 理事長は，休業申出をした職員に係る前条に規定する事項の取扱いを，休業申出

があった後速やかに当該職員に出生時育児休業に関する労働条件告知書をもって通知す

る。 

 

第４章 育児休業不取得者に対する措置 

（育児休業不取得者に対する勤務時間の短縮措置） 

第22条 ３歳未満の子を養育する職員（第２条第１号に掲げる職員を除き，非常勤職

員にあっては，１日の勤務時間が６時間を超える勤務日があるものに限る。以下こ

の条において同じ。）であって，育児休業をしない者又は育児休業をした者であって

当該育児休業に係る子が３歳に達しない場合の当該者が申し出た場合には，勤務時

間の短縮措置（以下「部分休業」という。）を受けることができる。 

２ 前項による部分休業は，子が３歳に達するまでの間，正規の勤務時間の初め又は
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終わりにおいて，１日を通じて２時間（非常勤職員及び期間を定めて雇用される職

員にあっては，１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた時間。以下

この項において同じ。）（就業規則第20条第１項又は非常勤職員就業規則第19条第２

項に規定する保育時間（生後１年に達しない子を育てる職員がその子の保育のため

に必要と認められる授乳等を行う場合に取得する１日２回それぞれ30分以内の時間

をいう。）を取得する職員については，２時間から当該保育時間を減じた時間）を超

えない範囲内で，30分を単位として行うものとする。 

３ 職員は，第１項の申出をしようとするときは，部分休業申出書に必要事項を記入

し，子の存在を証明する書類その他の必要書類を添付して理事長に提出しなければ

ならない。 

４ 理事長は，前項の申出を承認しようとするときは，当該職員に部分休業承認書を

交付するものとする。 

５ 第８条第１項（後段を除く。）及び第９条第２項の規定は，部分休業について準用

する。この場合において，第８条第１項第４号及び第９条第２項第２号中「３歳

（非常勤職員及び期間を定めて雇用される職員にあっては，当該子が１歳（ただし，

当該子が１歳に達する日において，非常勤職員及び期間を定めて雇用される職員又

はその配偶者が現に育児休業をしている場合であって，１歳を超えても休業が特に

必要と認められる場合にあっては，１歳６ヶ月））」とあるのは，「３歳」と読み替え

るものとし，職員は，遅滞なく，部分休業事情変更届を理事長に提出しなければな

らない。 

６ 理事長は，前項の規定により部分休業事情変更届を提出した職員に対して，部分

休業申出消滅通知書又は部分休業終了通知書を交付するものとする。 

 

第５章 育児のための所定外勤務，時間外勤務，深夜勤務の制限  

（所定外勤務の制限） 

第23条 ３歳未満の子を養育する職員（第２条第１号及び第４号に掲げる職員を除き，

非常勤職員にあっては，１日の勤務時間が６時間を超える勤務日があるものに限る。）

が当該子を養育するために所定外勤務の制限を請求した場合には，業務の正常な運

営に支障がある場合を除き，所定労働時間を超えて勤務することを要しない。 

（時間外勤務の制限） 

第24条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため

に時間外勤務の制限を請求した場合には，就業規則第13条及び非常勤職員就業規則

第14条の規定にかかわらず，業務の正常な運営に支障がある場合を除き，１か月に

ついて24時間，１年について150時間を超えて就業規則第９条及び非常勤職員就業規

則第９条に規定する勤務時間以外に勤務することを要しない。 

（深夜勤務の制限） 

第25条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が，当該子を養育するた

めに深夜（22時から翌日の５時までをいう。以下同じ。）勤務の制限を請求した場合

には，就業規則第13条及び非常勤職員就業規則第14条の規定にかかわらず，業務の
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正常な運営に支障がある場合を除き，深夜に勤務することを要しない。ただし，深

夜において当該子を保育することのできる次の各号のいずれにも該当する満16歳以

上の同居の家族がいる者は除く。 

(1) 深夜において就業していない者（１か月について深夜における就業が３日以下

の者を含む。）であること 

(2) 心身の状況が請求に係る子の保育をすることができる者であること 

(3) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週間）以内に出産予定でないか，又は

産後８週間以内でない者であること 

   第６章 補則 

  （補則） 

第26条 その他，この細則の施行に関し必要な事項は，育児休業，介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）の定めるとこ

ろによる。 

   附 則 

（施行期日） 

 この細則は，平成16年４月１日から施行する。 

   附  則（独立行政法人日本学生支援機構平成17年細則第８号） 

 この細則は，平成17年５月30日から施行する。 

附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成18年規程第２号） 抄 

 （施行期日） 

１ この規程は，平成18年４月１日から施行する。 

附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成21年細則第12号） 

（施行期日） 

 この細則は，平成21年５月11日から施行し，平成21年４月１日から適用する。 

附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成 22 年細則第６号） 

この細則は，平成22年７月13日から施行し，平成22年６月30日から適用する。 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成 23 年細則第 13 号） 

この細則は，平成23年11月１日から施行し，改正後の第１条から第３条まで，第４

条第１項，第８条第１項第４号及び第９条第２項第２号の規定は，平成23年４月１日

から適用する。 

   附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成25年細則第５号） 

 この細則は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則（独立行政法人日本学生支援機構平成26年細則第10号） 

この細則は，平成26年４月１日から施行する。 

附 則（独立行政法人日本学生支援機構令和７年細則第４号） 

この細則は，令和７年３月18日から施行する。 

 


